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(57)【要約】
【課題】本発明は、電気コネクタ用ケージに関し、従来
の電気コネクタ用ケージにおいて別体のバネ板を固着す
る際に位置決めが確実でなく、動いたりするので作業が
非能率的であることが課題であって、それを本発明によ
り解決することである。
【解決手段】ケージ本体２と、該ケージ本体の前面部に
固定される接地用のバネ部材３，５とでなり、前記ケー
ジ本体の前面部の端部と前記バネ部材の前面部の端部と
に、位置決め用の凹凸である位置決め部１ａが１組以上
設けられている電気コネクタ用ケージ１とするものであ
る。
【選択図】図１－Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケージ本体と、該ケージ本体の前面部に固定される接地用のバネ部材とでなり、
　前記ケージ本体の前面部の端部と前記バネ部材の前面部の端部とに、位置決め用の凹凸
が対にして１組以上設けられていること、
　を特徴とする電気コネクタ用ケージ。
【請求項２】
　位置決め用の凸部は、その突出部分が屈曲されていて、係合する相手方の板厚部を挟む
クリップ形状となっていること、
　を特徴とする請求項１に記載の電気コネクタ用ケージ。
【請求項３】
位置決め用の凹凸は、ケージ本体及びバネ部材の前面部の周方向全周に亘って設けられて
いること、
　を特徴とする請求項１または２に記載の電気コネクタ用ケージ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、プリント基板等に実装される電気コネクタ用のシールドケースであるケージ
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プリント基板に実装された電子部品や光・電気接続部に悪影響を及ぼす電磁波を
遮蔽するシールドケースであるケージが、プリント基板の取付孔に圧入されて固定される
ものが知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－２３５５２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　かかる従来の電気コネクタ用ケージは、部品点数の削減やコスト低減のために、ケージ
の形態は、バネ部材などをケージ本体と一体にして、ケージ本体の一部を屈曲させるなど
して、バネ接触片を形成している。
【０００５】
　しかしながら、ケージ本体の前面部においては、電気コネクタによる光・電気接続がな
されることから、より高性能な電磁遮蔽が求められるので、接地用のバネ部材をケージ本
体と別体にして、溶接や半田でケージ本体に取り付けて固定している。これらは、確実に
電磁遮蔽するためであるが、前記溶接等の作業を施行する際に、前記別体のバネ部材をケ
ージ本体に載置して溶接しようとすると、バネ部材が位置ずれしたり、溶接作業中に動い
たりして、位置決めするのが容易で無い。バネ部材の取付け位置がずれたまま固定される
おそれがあり、溶接等の固着作業が能率的でないという課題がある。
【０００６】
　前記ケージ本体にバネ部材を正確に位置決めするとともに、溶接などの作業を容易に施
行できるようにしなければならない。本発明に係る電気コネクタ用ケージは、このような
課題を解決するために提案されたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る電気コネクタ用ケージの上記課題を解決して目的を達成するための要旨は
、ケージ本体と、該ケージ本体の前面部に固定される接地用のバネ部材とでなり、前記ケ
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ージ本体の前面部の端部と前記バネ部材の前面部の端部とに、位置決め用の凹凸が対にし
て１組以上設けられていることである。
【０００８】
　前記位置決め用の凸部は、その突出部分が屈曲されていて、係合する相手方の板厚部を
挟むクリップ形状となっていること、また、前記位置決め用の凹凸は、ケージ本体及びバ
ネ部材の前面部の周方向全周に亘って設けられていることを含むものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の電気コネクタ用ケージによれば、位置決め用の凹凸によってバネ部材がしっか
りと位置決めされ、溶接等の固着作業が確実に行われ、作業能率が向上する。前記凹凸の
形状において、一方をクリップ形状にすることで位置決めした係合状態を安定して維持す
ることができる。更に、前記位置決め用の凹凸は、ケージ本体及びバネ部材の前面部の周
方向全周に亘って設けられているようにすることで、バネ部材の位置固定が安定して、固
着作業が一層容易になる、と言う優れた効果を奏するものである。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１－Ａ】本発明に係る電気コネクタ用ケージ１の平面図（Ａ）、側面図（Ｂ）、正面
図（Ｃ）、背面図（Ｄ）である。
【図１－Ｂ】同本発明に係る電気コネクタ用ケージ１の前面部の一部拡大平面図である。
【図２】同本発明の電気コネクタ用ケージ１の底面図（Ａ）、側面図（Ｂ）、一部拡大底
面図（Ｃ）である。
【図３】同電気コネクタ用ケージ１におけるケージ本体２の平面図（Ａ）、一部拡大平面
図（Ｂ）である。
【図４】同底板４の平面図（Ａ）、一部拡大平面図（Ｂ）である。
【図５】同電気コネクタ用ケージ１における主バネ板３の平面図（Ａ）、正面図（Ｂ）、
底面図（Ｃ）、側面図（Ｄ）、一部拡大正面図（Ｅ）である。
【図６】同電気コネクタ用ケージ１における従バネ板５の平面図（Ａ）、正面図（Ｂ）、
底面図（Ｃ）、側面図（Ｄ）である。
【図７】位置決め部１ａ用の凹部２ｂをケージ本体2の側面にも設ける例を示す側面図（
Ａ）、主バネ板３の側面に前記凹部２ｂに対応した位置に突起３ｂを設けた例の側面図（
Ｂ）である。
【図８】従バネ板５に、位置決め部１ａ用のクリップ部５ｃを設けた場合の平面図（Ａ）
と、正面図（Ｂ）と、側面図（Ｃ）とである。
【図９】底板４に前記クリップ部５ｃと係合する板状係合部４ｂとした場合の平面図（Ａ
）、Ａ－Ａ線に沿った断面図（Ｂ）である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明に係る電気コネクタ用ケージ１は、図１－Ａ、図１－Ｂに示すように、溶接用の
位置決め部１ａを設けたものである。
【実施例１】
【００１２】
　前記電気コネクタ用ケージ１は、電磁遮蔽用にプリント基板にプレスフィット若しくは
半田付けして実装されるものであり、図１－Ａ乃至図２に示すように、金属製薄板のケー
ジ本体２と、ケージ本体２の前面部に溶接若しくは半田付け等の固着手段で固定される接
地（アース）用のバネ部材３，５とでなる。
【００１３】
　前記ケージ本体２は、前面側が開口して底面が一部開口しており、後面側がほぼ塞がれ
た略箱形の形状である。図３乃至図４に示すように、ケージ本体２は、コ字形のケージ主
体２ａと、底板４とを合体させてなる。　
【００１４】
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　前記ケージ主体２ａ及び底板４のそれぞれの前部の端部には、図３（Ａ），（Ｂ）に示
すように、位置決め用の凹部２ｂ，４ａが複数箇所に設けられている。図示した実施例で
は３箇所であるが、一箇所以上で適宜な箇所に設けるものである。
【００１５】
　前記主バネ板３は、図５に示すように、金属製で、前記ケージ主体２ａの前面形状に対
応して、コ字形に本体が屈曲され、そこからバネ片３ａが屈曲して延設されている。更に
、前部に、前記ケージ主体２ａの凹部２ｂに対応した位置において、位置決め係合用の突
起３ｂが所要数箇所に設けられている。
【００１６】
　前記従バネ板５にも、金属製のバネ板に同様な位置決め用の突起５ａが、図６（Ａ）～
（Ｄ）に示すように、底板４の凹部４ａに対応した位置に、所要数箇所に設けられている
。符号５ｂは、バネ片を示している。
【００１７】
　前記受バネ板３と、従バネ板５とにおける、それぞれの突起３ｂと突起５ａとは、バネ
板の基板に対して直交する方向に屈曲されている。なお、位置決め用の凹凸であるので、
この実施例に限らず、例えば、バネ板の基板にハーフパンチで半円形状の凸部にして、係
合相手のケージ本体２側にも同様にハーフパンチで半円形状の凹部を形成するようにした
、組み合わせでも良い。
【００１８】
　上記のようなケージ本体２と、主バネ板３および従バネ板５により、図１－Ａに示すよ
うに、例えば溶接（スポット溶接等）手段で固着するには、ケージ主体２ａと底板４とを
予め固着してケージ本体２を形成し、このケージ本体２に対してその前面側の上面に主バ
ネ板３をその前面が前方に突出させて載せて、滑るように前記主バネ板３を後方に移動さ
せ、凹部２ｂに突起３ｂを当接させる。
【００１９】
　前記凹部２ｂと突起３ｂとの当接部である位置決め部１ａにより、前記主バネ板３の位
置決めがなされた後に、溶接装置で例えば４箇所において溶接する。その後、底板４の前
面に従バネ板５を同様な方法で溶接装置にて固着する。
【００２０】
　このようにして、ケージ本体２に、主バネ板３と従バネ板５とが、溶接作業時に位置決
めされて能率よく固着されるものである。なお、前記位置決め部１ａを図１－Ｂに示すよ
うに、ケージ本体２の上面に設けたが、これに限らず、図7に示すように、ケージ本体２
の両側面に設けるようにするのが好ましい。
【００２１】
　同様に、主バネ板３においても、前記位置決め部１ａに係合させるべく、側面に凹部２
ｂに対応した位置に突起３ｂを設けるようにするものである。こうして、位置決め用の位
置決め部１ａを、ケージ本体2及びバネ部材（３，５）の前面部の周方向全周に亘って設
けることが好ましいものである。
【実施例２】
【００２２】
　第２実施例として、図８に示すように、位置決め用の凸部が、従バネ板５において、そ
の突出部分が屈曲されていて、係合する相手方の板厚部を挟むクリップ形状のクリップ部
５ｃとなっているものである。相手方は、このクリップ部５ｃに係合するように、図９に
示すように、板状係合部４ｂとなっている。このようにすれば、位置決め部１ａにおいて
、確実に位置決め用の凹凸が係合し、バネ板の仮止めがしっかりと保持され、バネ板が不
意に動いたりすることが無く、溶接作業が能率的になるものである。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本発明に係る電気コネクタ用ケージ1は、電磁遮蔽を確実にする機器において広く適用
できるものである。
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【符号の説明】
【００２４】
　１　　　　　電気コネクタ用ケージ、　　　　１ａ　　　　位置決め部、
　２　　　　　ケージ本体、　　　　　　　　　２ａ　　　　ケージ主体、
　２ｂ　　　　凹部、
　３　　　　　主バネ板、　　　　　　　　　　３ａ　　　　バネ片、
　３ｂ　　　　突起、
　４　　　　　底板、　　　　　　　　　　　　４ａ　　　　凹部、
　４ｂ　　　　板状係合部、
　５　　　　　従バネ板、　　　　　　　　　　５ａ　　　　突起、
　５ｂ　　　　バネ片、　　　　　　　　　　　５ｃ　　　　クリップ部。

【図１－Ａ】 【図１－Ｂ】
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【図７】 【図８】
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